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１．重大事故等対処設備の巡視点検について 
 保安規定第１３条第１項の「（１）原子炉冷却系統施設」,「（２）制御材駆動

設備」，「（３）電源，給排水及び排気施設」の巡視点検と同様に重大事故等対処

設備についても，定期的な巡視点検により設備の保全を行う。重大事故等対処

設備の巡視点検については，社内マニュアルに実施内容（責任者，頻度，方法

等）を定め，実施する。 
 巡視点検について定めた社内マニュアル（NM-51-6 状態管理マニュアルの巡

視点検要領（現行版））を以下に示す。 
 
 （NM-51-6：状態管理マニュアル－巡視点検要領 抜粋） 
ａ．巡視 

定められた巡視経路を通行しながら消防法に基づく危険物施設の異常有

無の確認、火災発生の有無の確認、防火戸の状態確認、及び外観上から判断

できる範囲で損傷、漏えい及び異常な振動等の不具合の有無を確認すること

をいい、異音、異臭等の視覚以外で検知できる内容、並びに人身、機器保護

の観点からの扉、防護柵の閉止等、保全上の確認、処置を含む。 
ｂ．点検 

巡視にて確認する項目の他にも定められた確認事項が必要と判断された

設備・機器について確認すべき項目、頻度を定め、設備等の状態を詳細に確

認し、異常の早期発見に努めることをいう。 
 
２．可搬設備及び緊急時対策所設備等の巡視点検頻度について 

保安規定変更に係る基本方針に基づき巡視点検の頻度を設定する。 
○可搬設備及び緊急時対策所設備等の系統から切離されており保管状態にあ

る機器については，保全の考えを基に，定検停止時にしか確認できない設備

を除き１ヶ月を超えない期間で巡視点検を行うことで健全性の確認を行う。 
現在，可搬設備及び緊急時対策所設備等について，保全活動の一環として定

期的な点検を実施し，訓練時においても問題なく起動できており，異常は確

認されていない。 
（例） 
・可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）：［起動確認 １回／３ヶ月，性能確

認 １回／年，保守点検 １回／１０年］ 
・タンクローリ：［起動確認 １回／３ヶ月，保守点検１回／年］ 
・ホイールローダ：［起動確認 １回／３ヶ月，保守点検 １回／年］ 
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○これらの実績を基に，定期事業者検査時にしか確認できない設備を除き，１

ヶ月を超えない期間で巡視及び点検を行う。詳細については設備毎に適切な

頻度を社内マニュアルに定める。 
 
（保安規定 抜粋） 

（巡視点検） 

第１３条 当直長は，毎日１回以上，原子炉施設（原子炉格納容器（以下「格

納容器」という。）内部及び第９５条第１項で定める区域及び系統より切離

されている施設※１を除く。）を巡視し，次の施設及び設備について点検を行

う。実施においては，第１０７条の３第３項に定める観点を含めて行う。

以下，本条において同じ。 

（１）原子炉冷却系統施設 

（２）制御材駆動設備 

（３）電源，給排水及び排気施設 

２．当直長は，「状態管理マニュアル」に基づき，格納容器内部の関連パラメ

ータの監視及び第９５条第１項で定める区域の巡視を行う。 

３．当直長及びモバイル設備管理ＧＭは，「NM-51-6 状態管理マニュアル」

に基づき，系統より切離されている施設について一定期間※２ごとに巡視し，

点検を行う。 

 

※１：系統より切離されている施設とは，７号炉の可搬設備，５号炉原子炉

建屋内緊急時対策所設備及び通信連絡を行うために必要な設備等をい

う。 

※２：一定期間とは，１ヶ月を超えない期間をいい，その確認の間隔は７日

間を上限として延長することができる。ただし，確認回数の低減を目的

として，恒常的に延長してはならない。なお，定める頻度以上で実施す

ることを妨げるものではない。また，点検可能な時期が定期検査時とな

る施設については，定期検査毎とする。 

 
赤字：新規制基準に関する補正箇所（今回補正する箇所） 
青字：新検査制度導入に関する補正箇所（認可済み） 
  ：新検査制度導入に関する補正により削除予定箇所 
 
 

以 上 
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